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平成２２年度第１回山口県県民活動審議会議事録 

 

日時：平成２２年９月１日（水）１４：００～１５：１０ 

場所：県庁共用第４会議室               

 

議題１：会長・副会長の選任について 

事務局：本日の審議会は、皆様、委員に御就任後、初めの審議会でございますの

で、会長と副会長が選任されるまでの間、事務局で議事を進めさせていた

だきます。 

    それでは、議題１についてお諮りいたします。 

    会長、副会長の選任につきましては、委員の皆様の互選により選出する

こととされています。どなたか御提案がございましたら、お願いいたしま

す。 

 

委 員：前回までの経験と、それから、学識経験者であるということを踏まえて、

樋口委員さんに引き続き会長を、それから、草平委員に副会長さんをお願

いしてはいかがかと思います。 

 

事務局：ただいま、樋口委員を会長に、草平委員を副会長にという御意見があり

ましたが、皆さんいかがでしょうか。 

（拍手） 

    では、樋口委員、草平委員、よろしくお願いいたします。 

    本会の審議会の議長は、会長にお願いすることとなっております。会長

さん、議長席への御移動をお願いいたします。 

 

議題２：平成２２年版県民活動白書について 

議 長：審議に入らせていただきます。 

    今日は、２時から３時まで、１時間という限られた時間ですので、御意

見の出方によっては少し延びるかもしれませんが、皆様の御協力をいただ

きながら進めていきたいと思います。 

    では、議題「２」の平成２２年版県民活動白書について、事務局から説

明をお願いします。 

 

事務局：県民活動白書について、説明をさせていただきます。 

    資料１を御覧いただけますでしょうか。最初の１ページ・２ページは、

県民活動白書の概要について書いております。 

    まず、白書の目的です。 

「きらら博」の後、「県民活動促進条例」を平成１２年の３月に制定し、

この中で、県議会に報告、公表ということを記しておりますが、県民活動
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白書は、県民活動の状況などを公表することによって県民活動を一層促進

しようという役割を担ったものでございます。 

    今年度の白書のポイントですが、今までにも皆様方から色々な御意見を

いただいております。 

昨年度で言えば、白書のページ数が非常に多いのではないかという御意

見をいただいておりましたので、今年度は、約１８０ページあった白書を

半分以下にしようということで考えております。 

    また、読み物的なものをという御意見もありましたので、昨年度コラム

を初めて載せました。昨年度は、会長さんに執筆をお願いしましたが、今

年度も同じくコラムを載せたいと思っております。 

    それから、学生ボランティアとの協働についての意向調査結果を掲載し

ております。特に山口、宇部など学生が多い地域では、学生への期待もあ

るかと思います。 

 以上が今年度の白書のポイントになっております。 

    報告書の構成を申しますと、４部構成になっており、最初の第１部で、

「県民活動の現状と課題」を載せております。この中には、ＮＰＯ法人の

認証団体数などを載せております。 

    第２部では、平成２１年度、昨年度の県民活動の関連施策の実績を載せ

ております。詳細は後ほど、３ページ以降で説明しようと思っております。 

    それから、２ページ目の第３部で、今年度の県民活動関連施策の計画を

載せております。 

    第４部は、市町における取り組みとしております。 

    では、４ページを開いていただけますでしょうか。 

第１部の「県民活動の現状と課題」ということで、県民活動の現状を載

せております。 

    現在、県の「加速化プラン」において、ＮＰＯ法人の数を平成２４年度

に４２０団体以上という目標を掲げておりますが、現在のところ、平成21

年度末時点で３５４団体となっております。 

    これは、非常に大きく伸びておりまして、例えば、平成１７年度の２３

６団体と比べると約１.５倍と順調に伸びていることで、「加速化プラン」

で掲げました平成２４年度に４２０団体以上という目標も達成できるので

はないかと思っております。 

    それから、「県民活動団体登録数の推移」を図の２で示しております。市

町域と県域とに分けており、県域の方は横ばいという状況ですが、市町域

は大きく伸びてきております。平成１６年度と平成２１年度を比べると１.

７倍という伸びでありまして、やはり、県民活動というものは地域での活

動が主体でありますので、市町の活動支援センターでの登録が増えている

なということが伺えます。 

    それから、５ページですが、ＮＰＯ法人の数は順調に伸びているのです

が、これをどのような団体が多いか見たところ、ＮＰＯの法律では、１７
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の分野がある中で、一番多いのが保健・医療・福祉の分野、次いで、まち

づくりの分野が多く、それに続くのが、社会教育の分野、そして子供の分

野と、この４つの分野が大きなウエートを占めていると見ております。 

    それと、先ほど言いました県の「加速化プラン」の中には、もう一つ目

標がありまして、ボランティアなどの県民活動に参加した県民の割合とい

うものです。 

図の４、図の５に書いてある「県民活動の参加状況」では、今まで１回

でも県民活動をしたことがあるという方が、６割ぐらいおられます。そし

て、今後、参加したいと思う方も、６割近くおられるというような状況で、

潜在的な参加の意向というのは非常にあるのではないかと見ております 

    ただ、実際に、過去１年間に県民活動に参加したというのは、３０％ぐ

らいです。これは、後ほどの意見交換の中で、この県民活動の参加につい

て意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

    ６ページ、いろんな現状を踏まえながら、県民活動の課題というものを

書いております。 

    まず、県民活動団体の会員数というのは、分析すると、１０人から２９

人あたりの団体が多いということ、それから、県民活動団体の支出総額で

みると、これは二極化しておりまして、３０万円未満というところと５０

０万円以上というところが多く、特に、５００万円以上が増えつつあると

いうのは、何らかの委託事業を受けている団体が増えてきているのではな

いか、ということが伺えます。 

    図の８ですが、県民活動団体が直面する問題を伺ったところ、一番大き

いのが「新規会員を集めることが難しい」という問題、次いで、「会員の高

齢化」という問題、それから、「会員や運営スタッフの不足」、「活動資金の

不足」など、そういった問題が出ています。 

これについても、後ほど意見交換の中で、委員の皆さんから御意見をい

ただきたいと思っておりますが、どうしても新規会員が集まらない、一方

では、今いる会員がどんどん高齢化して、どうしても後継者が必要だとい

うような県民活動団体の問題点が出ているのかな、という気はいたします。 

    ７ページです。先程も申しましたように、学生の活動と協働したいとい

う意向は、かなりあると思っているのですが、これを調査したところ、「学

生の活動を活用したい」というのが約５割、「そうは思わない」というのが

４割ということで、地域にもよるでしょうが、５割の方が活用したいとい

う考えを持っているという調査結果が出ております。 

    次に「県民活動団体のＮＰＯ法人化」です。この調査は２１年度から掲

載したものですが、ＮＰＯ法人が増えてはいるのですが、県民活動団体の

中では、まだまだＮＰＯ法人への移行を考えていないという方も非常に多

く見られます。 

    なぜか、という課題が、図の１１です。「法人化のメリット・デメリット

が不明」という理由が非常に多くあります。 
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    それと、自分たちの団体が、ＮＰＯ法人で適当なのかという悩みもある

ようです。 

ＮＰＯ法人というものが、法人として不動産登記もできれば、銀行口座

の開設もできると、それから、法人名での契約もできるというメリットは

ありますが、逆に義務として、情報公開をしなければいけないとか、会計

がＮＰＯ法人の会計に沿った運用をしなければいけないとか、メリット・

デメリットの両方があることから、どうしても法人化は、県民活動団体の

大きさとか、やっている事業によるのかな、という気はいたします。 

    ８ページは「企業との協働」です。県民活動の課題の中で、県民団体と

企業との協働というのは大きな課題だと思っております。ただ、現実には

どうかというと、企業との協働の実績がないというのが７割ぐらいありま

す。若干増えているのですが、まだまだ企業との協働というのは難しいと

いう状況が見られます。実際、協働した中身というのが、図の１３です。

これは、会員として加入したとか、資金の支援を受けたという内容になっ

ております。 

    ９ページ以降が第２部になりますが、「平成２１年度における県民活動関

連施策」が、１０６事業、１４億円ぐらいです。基本方針というのが３つ

あるのですが、それに沿って、それぞれ代表的な事業例を掲げております。 

「ＣＯ２削減県民運動促進事業」、「道路愛護ボランティア支援事業」、「若

者地域づくりチャレンジ推進事業」、それから、「カーボン・オフセット実

証実験事業」、「県民参加による森づくり活動促進事業」、「全国障害者スポ

ーツ大会準備事業」などです。なお、白書には、全部の事業を掲げており

ます。 

    １０ページですが、これが今年度の県民活動の関連施策、計画でありま

すが、１０２事業、２５億円と金額的には伸びております。これも、先ほ

どの２１年度と同じように、３つの基本方針に沿って事業例をそれぞれ掲

げております。 

    「中間地域元気創出支援事業」、「やまぐちの食の支える協働活動促進事

業」、そのほかあと４つほどあるのですが、新規では、１０ページの下から

２番目の事業になります「海岸漂流物地域対策推進事業」ということで、

今話題になっている、いろんな海岸漂着物、ごみの回収処分とか、そうい

った取組を青海島や小串など、いろんな地域で行うという事業でございま

す。 

    １１ページの第４部は、「市町における取組」を掲げております。概要で

すが、まず初めに計画、基本方針というのがありまして、平成２２年は、

山陽小野田市が「山陽小野田市市民活動推進基本方針」を制定いたしまし

た。これによって、条例、計画等の制定が８市ということになりました。 

    それから、県民活動支援拠点は、表８のとおり９市１町で活動支援セン

ターができております。一番新しいところでは、平成２１年３月にできた

萩市市民活動センターです。 
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    残った市についても、働きかけをして設置の取り組みをお願いしてまい

りたいと思っております。大きな市には設置されてきたなという感じがい

たしますが、今後も、こういう市民活動支援センターが、どんどん設置さ

れるように取り組んでいきたいと思っております。 

    白書については、以上で説明を終わります。 

 

議 長：ありがとうございました。今、県民活動白書について、資料１を説明し

ていただきましたが、これに関して、何か御質問や御意見があればお願い

したいと思います。いかがでしょうか。 

 

委 員：色々なデータが出ていて非常に興味深いのですが、まず１つは、９ペー

ジから１０ページあたり、２２年度の事業数はそれほど変わっていないの

ですが、県全体の予算額が相当増えています。これは、国体か何かの関係

ですか、今年が特別ということなのでしょうか。 

 

事務局：関連事業費が増えているというお尋ねですが、概略的な説明になります

が、今お話がありましたように、山口国体関連事業では、約４億２,０００

万、それから、子育て関連事業では、約３億８,０００万、そういった取組

が伸びているということです。全体的には、県民活動関連事業は伸びてお

ります。 

 

議 長：よろしいでしょうか、やはり国体の関係もあるということですね。 

 

委 員：国体の関係は、今年度特別なことですよね。わかりました。 

 

議 長：他にいかがでしょうか。 

 

委 員：１つは、７ページに「学生の活動を活用したい意向の有無」というのが

ありますが、調査の項目を盛り込むことは、質問の数などにも制約があっ

て難しいかとは思うのですが、もう少し具体的に、例えば、どのような活

動を、どのような形で学生と一緒にやりたいのか、少し中身がわかるよう

な設問をもう１個ぐらい付け加えていただく方がいいのではないかという

気がします。 

 そうすると、どういう部分で学生と県民活動団体が一緒にやれるのかと

いうようなこと、分野だとか、内容などがもう少し具体的にイメージでき

るのではないかという気がします。 

    それから、もう一つ、８ページの企業との協働のところですが、おそら

く企業と一緒に活動をやっているところは環境分野が多いのかな、という

予測はできますが、この辺りも例えば図１３で、「人材を受け入れた」とか、

「助言・提言を行った」などは、どの程度有意差があるのかわかりません
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が、前回と比べると少し増えています。これも、どのような分野なのかわ

かると、企業との協働についても、どのような団体がどのような形で一緒

にやっているのか、ということが、具体的になってくるのではないかとい

う気がします。 

 

議 長：よろしいでしょうか。 

 

事務局：確かにそのとおりだと思いますので、来年度から調査を工夫して、その

辺りがわかるようにしたいと思います。 

どのような分野で協働が進んでいるのかというようなお話もございま

したが、今言われましたように、ＣＯ２の削減とか環境保全の分野、それ

から、子育て支援の分野、地域の活性化というものについて、企業さんと

県民活動団体さんの協働という形が多く見られます。 

 

議 長：先程の協働の分野ですが、ここに何か文章で反映させることができます

か。 

 

事務局：反映させる方向で検討をさせていただきたいと思います。 

 

議 長：そういうことでよろしいでしょうか。 

    先程の図の９の学生の活動を活用したいということに関しては、今回は、

これ以上の詳しいことは盛り込むことは難しいですよね。 

それでは、今後の課題ということにいたします。 

他にはいかがでしょうか。 

 

委 員：９ページと１０ページにそれぞれの基本方針の「事業例」があります。

県関係の領域、業務の中で多様なところに県民の参加が要請されている、

あるいは、県民の参加が実施されていることがよくわかるのですが、これ

らの中で、事業例をそれぞれの選択した意図というのがございますか、教

えていただければと思います。 

 

事務局：例えば、９ページでは、１０６事業あるのですが、その中で、まず、カ

ーボン・オフセットは、２１年度の新規事業であるということ、それから、

ＣＯ２削減の県民運動は、緑のカーテン、ノーマイカー、ライトダウンな

ど、全県的な広がりが見られる目立った事業、全国障害者スポーツ大会準

備事業は話題性のある事業ということで、新規事業や比較的時宜にかなう

事業という観点から選んでおります。 

    ただ、実際の白書には、全事業を掲載しておりますので、御参考にして

いただければと思います。 
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議 長：よろしいでしょうか。他にはどうですか。 

 

委 員：６ページの（１）の「県民活動団体の活動基盤」のところで、支出が５

０万円未満のものとか、あるいは会員数が３０人未満の団体が多く、そこ

で「活動基盤に弱さ」と書いてあるのですが、そのように書いて、活動基

盤が弱いから、県でいろんな資源を獲得できるように支援しようという政

策意図が現れているのであれば、それで良いのですが、これだけ読むと何

となく３０人未満の団体は良くないような書き方に見えるので、もう少し

中立的な「活動資源が小さい」とか、そのように書いた上で、例えば、そ

ういう団体の中には、活動基盤が弱いところがあるかもしれないから県で

も支援していこう、などと補足したほうが良いかと思います。別に小さい

団体がだめというわけでもないと思います。当然そんなことを書いていら

っしゃるわけではないと思いますけれども、それが１点です。 

    それからもう一つ、図８ですが、後程の意見交換のときに聞こうかと思

っていたのですが、例えば、「新規会員を集めるのが難しい」とか、「会員

の高齢化」とかいうようなところですね。 

    これも、どういう規模の団体だとか、あるいは、どういう分野の団体が

特にこういう問題に直面しているのか、ひょっとすると、満遍なくそうな

のかもしれませんが、そういうデータがあると、意見交換しやすいのでは

ないかという気がします。だから、その辺りの分析など、もし可能であれ

ば、示していただければありがたいなと思います。 

 

事務局：まさに委員さんの言うとおりで、県民活動団体は多様なものですから、

１０人の団体もあれば、３０人の団体も、５０人の団体もあります。 

    確かに５００万以上は、一例挙げれば、作業所のようなところが就労支

援事業所になるなど、時代の中で形態が変わっていくということがあって

増えているのでは、ということがあります。 

    それから、図の８、確かに、小さい団体がこの高齢化問題を抱えている

のか、大きい団体が抱えているのかということはありますので、どこまで

集計できるかわかりませんが、検討させていただきたいと思います。 

 

議 長：ありがとうございます。よろしいですか。 

    では、事務局は、意見を踏まえながら進めていただきたいと思います。 

 

意見交換：県民活動の促進について 

テーマ① 県民活動団体の持続可能な運営について 

   ② 県民活動団体の交流促進に向けて 

   ③ ボランティア活動の参加促進に向けて 

 

議 長：意見交換ということで、「県民活動の促進について」事務局から提議され
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ています３つテーマについて、それぞれ皆さんから、広く御意見をいただ

きたいと思います。 

ここからは、フリートーキングですが、テーマ１からテーマ３に関して

３つ挙げていますから、事務局から説明していただけますでしょうか。 

 

事務局：資料の２を御覧ください。県民活動団体の促進につきましては、これま

で「県民活動促進基本計画」及び「加速化プラン」に基づき取り組んでま

いりましたが、今後、施策を推進する上で、１つは、「県民活動団体の持続

可能な運営について」、２つ目は、「県民活動団体の交流促進に向けて」、３

つ目は、「ボランティア活動の参加促進に向けて」、この３つのテーマで委

員の皆様方に御意見をお伺いするものです。 

    まず、「県民活動団体の持続可能な運営について」の論点１です。 

県民活動団体の多くは、新規会員の獲得、それから、スタッフの高齢化

などの課題を抱えておりますが、どのように対応すればよいのでしょうか。 

    また、論点２ですが、運営基盤の脆弱な団体が持続していくためには、

どのような支援が必要でしょうか。 

    続いて、次のページを御覧ください。テーマの２「県民活動団体の交流

促進に向けて」の論点ですが、県民活動団体相互の交流は、新たな情報の

獲得、会員の交流による人材育成などのメリットが期待できますが、他団

体との交流を活発に進めるために、どのような仕組みが必要なのでしょう

か。 

    最後のテーマになりますが、３ページを御覧ください。「ボランティアの

参加促進に向けて」ですが、中ほどに、参考１にお示ししておりますとお

り、総務省による基本調査が５年ごとに行われておりますが、平成１８年

の調査結果でボランティア活動を行った県民の割合は、２９.９％となって

おります。これを平成２４年には、倍増の６０％以上にしたいと考えてお

ります。そこで、論点ですが、ボランティア活動への参加を倍増させるた

め、どのような取り組みが必要なのでしょうか。 

    以上につきまして、御意見を賜ればと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 

議 長：ありがとうございます。では、このテーマ１、２、３とありますが、ど

のテーマからでも結構です。ざっくばらんに皆様が今、取り組んでおられ

る活動を踏まえて、または、いろいろな御経験から御意見をいただければ

と思っております。 

    最初の審議会ですので、是非とも皆様、１回は御意見をいただければと

思っております。いかがでしょうか。 

 

委 員：論点１にしてもそうですし、テーマ３の中でも、例えとして出ています

が、会員の獲得やスタッフの高齢化の課題ということで、まず、その団体
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の存在そのものが認知されているかどうか、ということが考えられるので

はないかと思います。 

    そこで、もし、認知されていないのであれば、そのためには、どういっ

た形でしていくかということなのでしょうけれど、細かいところの情報発

信、市広報誌とか、町内誌とか、そういった小さいところから呼びかけて

いかないといけないし、実際これがいいなと思われた部分に関して取り組

んでいこうという姿勢があれば、キーマンとなる方というのは必ずいると

思います。 

    そのあたりの方を見極めながら声を掛けたりということで増やしていか

なければいけないのではないでしょうか。それより先に、そういった団体

の存在をまず認識されているかどうかということですね。多分、これがで

きていないのでは。 

    テーマ３に関しても、同じようことが言えると思います。ボランティア

活動への参加を呼びかける広報活動になろうかと思いますし、そういった

団体がどういう活動をしているかということも、キーになると思います。 

    そこで、テーマ１の論点２ですが、運営基盤の脆弱化ということで問題

視されているようですけども、そういった団体に関して、ジャッジする方

が果たしているのかどうか、ということですね。 

    まず、必要とされているかどうかということで、やはりその団体が存続

しないといけないのか、それとも、存続しなくても特に問題ないのかとい

うことが、問題ではないかなと思います。 

 以上です。 

 

議 長：ありがとうございます。いかがでしょう。 

 

事務局：フリートークですから皆さんの意見をどんどんいただいて、参考にでき

ればと思っております。 

確かに、言われるように、まず団体を周知するというのは、入り口なの

かなという気はいたしました。 

    どういう方法で周知するのか、もちろん情報誌とか、そういった方法が

一番いいのでしょうけれども、存続しなくてはいけないのか、しなくても

いいのかというのは、これは、厳しい御意見だなという気はいたしました。

ただ、確かにその辺りも含めて、団体の存在意義というのを考える必要も

あるのかと思いました。 

 

議 長：支援センターの方がいらしているので、団体の周知ということに関して、

今取り組んでいらっしゃることを少し紹介していただけますでしょうか。 

 

センター長：当センターだけでなく、各市町センターなども、それぞれ色々な広報活

動をやっておられまして、大凡これぐらいが、各センターで取り組まれて
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いる方法かなと思うのですが、まず、ホームページ、当方もそうですが、

各センターがホームページを持たれて、それぞれの登録団体だとか、ある

いは、各地域の活動団体が取り組まれているイベントとか、あるいは、い

ろんな募集情報だとか、そういったものを掲載するということの依頼を受

けて、各地域の活動がここを見れば大体わかるというページをこしらえて、

そこでいろんな方々、第三者に対して、様々な団体の情報を発信するとい

う形をやっていらっしゃるのがパターンかと思います。 

    加えて、今の取組はウェブ媒体でございますけども、あと、紙媒体とい

う形で、例えば、広報紙、情報誌で、当センターで言うと、サポートメー

ルという情報誌、これは、もともとメールマガジンですが、紙媒体とか、

ファクス郵送などもやっております。 

    内容については、先ほどホームページで掲載している内容とほぼ同じで

ございまして、団体のイベント情報だとか、募集情報、あるいは、先程の

財政状況の基盤のお話なんかも出ておりましたけども、その観点で言うと、

助成金情報ですね。そういった団体の活用できる情報をある程度取りまと

めて、定期的に希望者の方々だとか、各関連機関に送付して、団体の活動

状況とか、具体的な個別の催し物などを広く皆さんにお知らせしていると

いったようなものが、もう一つ。 

    最後に、もう１点だけ付け加えますと、これは、古典的な感じではござ

いますが、各センターでパンフレットスタンドなどを設置して、特に市民

活動に興味のある方々でセンターに来られる方々に対して、チラシとか、

ポスターだとか、そういったものを目にしてもらって、中にはチラシを持

って帰っていただいて、いろんな団体の催し物を知っていただくという形

の広報手段を、様々とっていらっしゃるというのが、大体のパターンかと

思います。 

 

議 長：ありがとうございました。現状について報告していただきました。いか

がでしょうか、他に何か御意見はございませんか。３つのテーマのどれで

も結構です。 

 

委 員：論点１ですが、現在、中山間でむらおこしをやっているのですが、その

中で、今年度、県の県民局が中心になって新入職員の研修の一環として、

地域おこしのお手伝いをということでお話がございました。それで、我々

としては、夢プランの中で一つ受け入れようということで進めております。 

これらは、地域の方々の活性化にもなるし、非常にいいことではないか

なと思っております。是非とも新入職員の方に中山間の現状を知ってもら

う意味からも、意義のあることではないかなと思っております。 

    それと、論点２の運営基盤の脆弱な件ですが、これについては、やはり

人の問題と財源の問題があるのではないかなと思っております。 

    特に、人の問題というのは、先程から出ておりますが、中山間はどんど
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ん高齢化が進んでくるという中で、活動しようと思っていても、なかなか

体が動いてくれないということと、いま一つは、財源の問題について、中

山間で地域おこしをしようと思ったら、どうしても資金が要るという問題

です。年金から自腹を切ってやるというわけにはいきません。 

    そのようなことで、やはり中山間の地域おこしは、本当に地道に息が切

れない程度にやらなければ、どんどん高齢化が進んでいくのではないか、

と思っております。 

    それと、助成金を受けるに当たって、一番ネックになるのが、書類関係

の作成ですね。それらに携わってきた方はある程度できるけど、今まで全

くそういうことに携わっていない方は、これだけの書類を出しなさいとな

ると、頭の中で絵は描けても、それが文章に書けないというのが現状なん

ですね。 

    したがって、これらの助成を受けたいけど、では、どうしたらいいかと

いうことを考えるときに、やはり今まで携わっておられたような方々がど

こかに、例えば県内にもおられるよと、それらの方に相談をしてやったら

どうですかっていうような人材センターと言うのでしょうか、そういうも

のを造ってほしいなっていう気がいたします。 

    

議 長：ありがとうございました。いかがでしょうか、他に御意見ありませんか。 

 

委 員：今、助成金の書類が難しいという話が出ましたが、白書の６ページに、

１０人から２９人くらいの団体が一番多い、とあります。そのような団体

は大きなお金は要らないのですが、書類を書くのが大変で、私たちもアド

バイスをするのですが、書きかけては、やっぱりいいわって途中で止めた

りということがあります。 

もう少し簡単にできると、弾みになるというか、少し助成金をもらって、

何かやって喜んでもらったとか、団体の達成感みたいなのを味わって、そ

れがその団体の弾みになるかなというのは、今回感じましたね。 

    新規会員の獲得というのも、先程出ました。本当にＰＲが足りないと思

うので、私たちも、市の広報誌に、センター登録団体であればイベント情

報の紹介などを載せてもらっています。市の広報誌はすごく効果があって、

広報誌を見て会員になられる、その活動を見て会員になられる、つながる

というのもあります。全世帯入りますので結構ＰＲの場になる。 

    私たちも月１回、広報誌を出したり、それでも足りないときは地元の新

聞社に広報を出したりして、ＰＲしているのですけれど、とにかくＰＲが

足りないなというのは思っています。 

    それと、１０人から２９人の、３０人ぐらいの団体というのは、仲よし

グループになっているので、反対にもう新しい人に入ってきてほしくない、

新しい人が入ってきて面倒を見るのがまた大変っていうものも感じていて、

人がいないと言いながら、積極的には募集していないということも少しあ
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るのかなと感じています。 

    ３番目のボランティア活動は、以前にも少し言ったのですが、質問でボ

ランティア団体、個人でやっている人の数字を拾ってほしいということが

あって、６０％は超えていると思っています。 

    私たちも、今回８月に、親子のイベントを４回ぐらいやったときに、子

供でもできるボランティア、いわゆる収集ボランティアというのですが、

古切手とか、外国のコインとか、今ペットボトルのふたを集めることがす

ごく流行っているのですが、そういうことが海外の子供たちの支援になる

というのを紹介して、また、新聞にも載せてもらったりしたら、ミカン箱

３ケースぐらい集まったりします。多分こういうこともボランティアだと

思います。 

   今年、厚狭地域などで災害があったときも、連休にもかかわらずボラン

ティアが３００人、もう市外の人はいいですというくらい集まったり、ま

た、そのときに新品タオルを集めるボランティアも、集まり過ぎて困るく

らいで、そのような個人ボランティアを上手く拾ったら絶対６０％いくの

ではないかと思います。数字のとり方ですよね、そこを少し考えたらいい

のではないかと思っています。 

 

議 長：ありがとうございます。ボランティアのこの数字の中には、ボランティ

アっていうと、自分がやっていることは、ボランティアじゃないって思う

人がいるかもしれないので、例えば、先ほどの収集ボランティアみたいな

ことを例に挙げると、もしかしたら数字が上がっていくかもしれませんね。 

    それから、質問ですけれど、市の広報に載せてもらっているというのは、

団体の紹介ですか、それとも、団体が何かをするときの人を集めるための

広報ですか。 

 

委 員：主にはイベント紹介ですが、見て情報を知った人が団体に入ってくる、

そして、今度は主催者側に回るということもあります。 

 

議 長：それを見て参加された方たちが、次にその団体に入っていくということ

になるのですね。 

 

委 員：多くはないですが、そのような方もいらっしゃいますね。 

 

議 長：ありがとうございます。 

 

委 員：今、おっしゃったようなことは、私も同感です。ボランティア活動をし

たいと思っている人は結構いるのですね。で、その人たちが、どんなとこ

ろで、どんなことをしているのか知らないということが、問題ではないか

と思います。 
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    社会人としては、ある程度、ボランティア活動をするということが条件

だ、というような気持ちになる啓発活動といいますか、そういったことを

やっていく必要があるのではないかというのが、まず１つ。 

    それから、先程も意見として出ておりましたが、どんなことがなされて

いるのかをＰＲしていく、そういったことに少し力を入れないと、なかな

かボランティア活動の倍増というのはできないのではないかと思います。

特に、行政には、その点を中心に啓発活動をされたら良いのではないかな

という気がいたします。 

 

委 員：実際にいろいろ活動していて思っていることがあるのですが、いわゆる

スタートアップセミナーのようなものです。どういう問題をどのように解

いて、どういう活動をすれば自主的な活動になるのかという、そこの橋渡

しがなかなかできていない。 

    体験講座などをやるのですが、人がやっているものを少し見るだけで、

その面白さとか、その奥深さというのは見えないですね。だから、自分で

新しくグループをつくって、会をスタートさせるっていうのは、なかなか

難しいですね。 

    「運営基盤の脆弱」という言葉が出ていますが、県民活動団体は、ある

意味で、いわゆる好き者が集まっているとも言えるんです。それ以上の人

間を集めると、会を運営するというのは、ものすごく難しくなってくるん

です。 

    だから、本当にやる、５、６人が中心になってその会を引っ張っていく。

５、６人いれば、大したものではないかと思うんですね。３人ぐらいが中

心になって引っ張るという形が、たくさん出来てくればいいんだと思いま

す。 

    社会的な問題というのは、非常にたくさんあるわけです。１７分野とい

う中だって大きな項目ですから、それを本当に小さくしていくと、テーマ

は幾らでも見つかってくるんですよね。その見つけ方と、会をスタートし

ていく仕掛けのところですね。みんなが、そういうことを楽しんでやろう

よというような情報を共有するとか、思いを共有するとか、そういうとこ

ろをもう一度やり直さないといけないのではという感じがしているんです。 

    あるグループを、脆弱だから倍にすると言っても、非常に私は難しいだ

ろうと思います。次から次へ生まれてくればいいと思います。 

    ここのボランティアの数字を見ても、ボランティアをやっている人は、

例えば、赤十字の寄附っていうのは、ボランティアでしょうね。だけど、

多くの人は、何か寄附を集められているから出さなければいけないと思う、

これは、大きな違いですね。 

    ボランティアという一つのイメージが社会全体で共有されてない。そう

いうことを非常に思いますね。 

    だから、具体的には、スタートアップセミナーのようなものを、もう少
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し具体的に展開できる形でつくっていくことだと思うんです。 

 

委 員：私も、ＮＰＯに所属していて、やはり人の問題と財政的なことが一番の

ネックなんですけど、人の問題としては、イベントに参加者を集めるとい

うようなことは、そのイベントを工夫することなどでできると思うのです

が、そのイベントの主催者側、要するに、運動する、活動する人材を募っ

ていきたいわけです、自分たちのミッションに合う。 

    だから、そういう意味では、つなぐ人というか、つなぐ所というか、そ

れがあったらいいなと思っています。 

支援センターとか、人材バンクとか、こういう人が興味を持っていると

か、こういう団体ともっと交流したいというようなところをつなぐ、コー

ディネーター的な存在が欲しいなと思っていることが一つと、それから、

経営基盤が脆弱ということもあるんですけれども、助成金ですね。 

資料作成が大変ということもありますが、助成金を取れたらできるけど、

取れなかったらできないっていう辺りも、取れなくても、何らかの形で続

いていくということ、会員の会費収入など固定的な収入があるようなこと

をつくっていかなくてはいけないなと思っています。 

    寄附ということがなかなか馴染まないという国民であるし、何か自分の

税金の一部が、自分の指定されたところに少しでも行くようなシステムが

できればいいなと思っています。自分たちが何か支援していくことが、心

地いいことだということを醸し出すような空気をつくっていけたら、もっ

と広がるのではないかなと思います。 

    それから、論点３の交流促進に向けてというのがありますが、私は、交

流ということで一つの行事を組まれて、各団体が集まって意見等を言って

解散するということに余り意義を感じてなくて、そこでは、人は知るかも

しれないけど、自分たちも、なかなか力になっていけないから、交流する

のであれば、大がかりなものでなくてもいいから、同じような悩みなり、

同じような課題を抱えているような人と、本当に何のためにやっていくの

かみたいなところも踏まえて、色々なことを意見交換できたらいいなと思

います。 

 

委 員：私は、企業のボランティア活動の制度化みたいなものを推奨したいと思

っています。私はサラリーマンです。今日も、昼からここに出てくること

自体が非常に難しいという状態だったのですが、何とかやりくりして、午

後年休とってまいりました。 

    企業から見ますと、勤務されている方が、ボランティア活動に精を出す

ということに対して、やはり色々あると思います。企業というのは営利団

体で、その報酬を受けることによって、幸せを各個人に提供するというこ

とになると思うのですが、本当の各従業員の方々の幸せというのは、実は、

こういうボランティア活動を通して、企業への愛着だとか、地域への愛着
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が生まれてくる中にあるのではないかな、とも思っています。 

    せめて土日は、会社を離れて地域のこと、そして、ボランティア活動を

するというのが本来の姿である、という風土なり感覚をつくり出せるよう

に仕向ける形をつくるのはどうでしょうか、ということを提案したいと思

います。 

    企業も、最近、ＣＳＲだとか、地域貢献だとか、盛んに寄附したり、工

場を子供たちに見学させるようになってまいりました。確かにいいことで

すが、まだ個人レベルまではいっていないというところがありますので、

そこを何とか、これからも我々が幸せに豊かに生きていくためには、企業

勤めも大事ですけれども、空いた時間を地域のため、それは、ひいては企

業のためにもなると思っていますが、ボランティア活動を是非やっていき

ましょう、と。 

    そのボランティア活動をするにはどうしたらいいですかとなったら、先

ほど言われましたように、スタートアップなどを企業にアピールできるよ

うな活動をしたいなと、個人的には思っております。 

    以上です。 

 

議 長：どうもありがとうございました。委員の方全員に御意見をいただきまし

た。まだまだ、お話になりたいことがあるかもしれませんが、そろそろ時

間ですので、それぞれのテーマに出されましたことを事務局でまとめて、

参考にしていただければと思っております。どうも御協力ありがとうござ

いました。 

    では、最後に、事務局から、何かお知らせがありましたらお願いいたし

ます。 

 

その他 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：お手元に２つの資料を差し上げております。１つは、やまぐち県民活

動きらめき財団の平成２２年度事業概要、それと、もう一つは、２１年度

の助成金交付団体の訪問概要でございます。御覧いただくと御理解してい

ただけると思いますが、特に、助成金の交付団体訪問概要を見ますと、各

団体が大変熱心に取り組んでおられるというのが、よくわかります。沢山

ありますので、これは、後で見ていただいたらと思います。 

    もう一つ御紹介しておきますが、助成金とは別でございますけど、活動

支援を促進するということで、今アドバイザーの制度をきらめき財団が持

っております。御承知の方もいらっしゃると思いますが、このアドバイザ

ーの派遣要請が大変今増えておりまして、また、アドバイザーそのものも

多分野にわたりまして、多くの人を抱えております。 

    そういったこともありますので、これまでは、団体からの要望に応じて

出前アドバイザーという形にしておりましたけど、今年から、もっと積極

的に打って出ようということで、数人のアドバイザーのグループをつくっ
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て、各地域に出かけていって、そこでいろいろなフォーラム、フォーラム

というと少し大げさですが、それに準ずるようなものをやっていこうとい

うことで、既に打診をしております。すると、相当な反響がありまして、

是非うちにというような希望がたくさんございます。もしこの席の方でも

いらっしゃれば、また御相談に応じたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

議 長：そのアドバイザーの方をグループにして、それぞれ地域に派遣するとい

うのは、ホームページか何かで紹介しておられますか。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：これから考えます。 

 

議 長：わかりました。ありがとうございます。 

予定の時間を少し過ぎましたけれど、これをもちまして、本日の審議会

を終了させていただきます。 

皆さんには、いろいろ御意見をいただきまして、ありがとうございまし

た。また、御協力ありがとうございました。 

 


